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総合管理受託戸数ランキング ２０１6 年
上

位

 
１５ 

社

で

シ

ェ

ア

 
５２ 

・

４

％

に 

３

万

戸

 以上

 
３６ 

社

で

 
６７ 

・

７

％

、

１

万

戸

 以上

 
８９ 

社

で

 
８１ 

・

７

％

に 

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

新

聞

社

は

、

管

理

会

社

各

社

の

２

０

１

６

年

３

月

末

現

在

の

総

合

管

理

受

託

戸

数

の

調

査

を

実

施

し

た

。

同

集

計

に

は

部

分

管

理

や

賃

貸

管

理

戸

数

を

除

い

た

。

集

計

し

た

管

理

会

社

は

４

９

６

社

。 
４

月

１

日

付

け

で

合

併

や

管

理

事

業

を

譲

り

う

け

た

管

理

会

社

の

場

合

、

吸

収

さ

れ

た

り

事

業

譲

渡

し

た

管

理

会

社

の

３

月

末

時

点

で

の

受

託

戸

数

を

合

算

し

て

集

計

し

た

。 上

位

１

５

社

に

新

た

に

伊

藤

忠

ア

ー

バ

ン

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

が

顔

を

出

し

た

。 前

年

１

３

位

の

三

菱

地

所

丸

紅

住

宅

サ

ー

ビ

ス

が

三

菱

地

所

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

と

合

併

し

た

た

め

だ

。

三

菱

地

所

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

は

前

年

７

位

か

ら

４

位

に

ラ

ン

ク

ア

ッ

プ

し

た

。 

上

位

１

５

社

で

は

１

位

の

大

京

ア

ス

テ

ー

ジ

と

２

位

の

日

本

ハ

ウ

ズ

イ

ン

グ

の

差

が

前

年

の

１

万

３

７

６

９

戸

か

ら

１

４

５

６

戸

に

ま

で

縮

順位

(2016)

順位

(2015) 社名

戸数

(2016)

戸数

(2015)

1 1 大京アステージ 426,482 424,717

2 2 日本ハウズイング 425,026 410,948

3 3 東急コミュニティー 324,421 318,263

4 7 三菱地所コミュニティ 297,657 182,897

5 4 長谷工コミュニティ 260,572 253,620

6 5 大和ライフネクスト 249,018 240,250

7 6 三井不動産レジデンシャルサービス 197,308 191,171

8 8 合人社計画研究所 188,400 182,326

9 9 住友不動産建物サービス 179,640 173,396

10 10 日本総合住生活 158,676 155,721

11 11 コミュニティワン 149,636 141,324

12 12 野村不動産パートナーズ 146,160 138,748

13 14 穴吹コミュニティ 103,613 101,414

14 15 グローバルコミュニティ 83,282 80,239

15 16 伊藤忠アーバンコミュニティ 77,058 15位圏外

ま

っ

た

。 

買

収

や

合

併

な

ど

を

伴

わ

な

い

増

加

戸

数

で

は

昨

年

に

続

き

日

本

ハ

ウ

ズ

イ

ン

グ

が

ト

ッ

プ

に

輝

い

た

。

１

万

４

０

０

０

戸

強

伸

ば

し

た

。

管

理

戸

数

ト

ッ

プ

の

大

京

ア

ス

テ

ー

ジ

の

増

加

戸

数

は

１

７

６

５

戸

だ

っ

た

た

め

、

管

理

戸

数

ラ

ン

キ

ン

グ

の

１

位

と

２

位

の

差

が

一

気

に

縮

ま

っ

た

。

こ

の

傾

向

が

今

年

度

も

続

く

よ

う

だ

と

、

次

回

の

調

査

で

１

位

と

２

位

が

入

れ

替

わ

り

、

日

本

ハ

ウ

ズ

イ

ン

グ

が

１

２

年

以

来

５

年

ぶ

り

に

ト

ッ

プ

に

返

り

咲

く

こ

と

に

な

る

。 

と

こ

ろ

で

、

管

理

組

合

の

間

で

管

理

費

見

直

し

の

動

き

が

顕

著

だ

。

火

災

保

険

の

度

重

な

る

値

上

げ

、

建

築

・

設

備

の

部

材

の

値

上

げ

な

ど

で

管

理

費

会

計

が

悪

化

し

て

い

る

た

め

だ

。

管

理

会

社

は

管

理

仕

様

変

更

や

管

理

組

合

の

収

支

改

善

に

向

け

た

共

用

設

備

の

リ

ー

ス

な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

提

案

を

行

っ

て

い

る

が

、

建

物

そ

し

て

住

民

の

高

齢

化

が

重

な

っ

て

、

管

理

費

見

直

し

の

動

き

が

弱

ま

る

気

配

は

な

い

。

そ

の

一

方

、

各

社

は

専

有

部

分

サ

ー

ビ

ス

強

化

を

通

し

て

顧

客

満

足

度

向

上

や

事

業

拡

大

を

目

指

し

て

お

り

、

今

後

も

戸

数

拡

大

の

動

き

は

一

段

と

激

し

さ

を

増

す

と

予

想

さ

れ

る

。(

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

新

聞1006

号) 
 

コ

ン

サ

ル

の

業

務

内

容

明

示

も 

請

負

契

約

約

款

制

定 

大

規

模

修

繕

民

間

（

旧

四

会

）

連

合

協

定

工

事

請

負

契

約

約

款

委

員

会

は

４

月

２

８

日

、

「

マ

ン

シ

ョ

ン

修

繕

工

事

請

負

契

約

約

款

」

を

発

表

し

た

。

日

本

の

民

間

建

築

工

事

の

標

準

的

契

約

約

款

を

作

成

し

て

い

る

同

委

員

会

に

よ

る

、

初

の

マ

ン

シ

ョ

ン

修

繕

向

け

の

約

款

だ

。 約

款

は

民

間

連

合

協

定

工

事

請

負

契

約

約

款

（

本

約

款

）

を

ベ

ー

ス

に

作

成

し

、

一

般

社

団

法

人

マ

ン

シ

ョ

ン

計

画

修

繕

施

工

協

会

ら

が

協

力

。

共

用

部

分

の

大

規

模

修

繕

工

事

を

対

象

と

し

て

い

る

。 

約

款

条

文

で

「

監

理

、

監

修

、

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

等

の

業

務

」

を

受

託

す

る

者

を

「

監

理

者

等

」

と

表

現

。

契

約

書

式

は

、

発

注

者

の

監

理

業

務

等

の

委

託

先

や

委

託

業

務

の

内

容

等

を

明

示

す

る

形

と

し

、

監

理

者

等

の

関

与

を

想

定

し

て

い

る

。 

工

事

完

成

保

証

は

元

請

け

会

社

の

利

用

す

る

工

事

完

成

保

証

制

度

が

あ

る

場

合

、

工

事

完

成

保

証

人

を

立

て

ら

れ

る

と

し

た

。 

竣

工

時

に

は

目

的

物

だ

け

で

な

く

、

図

書

を

引

き

渡

す

こ

と

も

明

記

。

遅

延

に

よ

る

違

約

金

の

低

減

を

図

る

た

め

、

違

約

金

の

計

算

は

請

負

金

額

か

ら

引

き

渡

し

部

分

を

控

除

す

る

形

と

し

て

い

る

。 

本

約

款

と

は

異

な

り

、

仕

様

書

作

成

等

の

設

計

図

書

類

の

作

成

者

に

対

す

る

言

及

は

な

い

。

古

坂

秀

三

委

員

長

は

「

建

築

確

認

が

不

要

な

工

事

が

多

く

、

設

計

図

書

類

の

作

成

主

体

は

設

計

事

務

所

や

管

理

会

社

な

ど

ケ

ー

ス

バ

イ

ケ

ー

ス

で

、

多

様

な

方

法

が

考

え

ら

れ

る

」

と

説

明

。 同

委

員

会

は

、

一

般

社

団

法

人

日

本

建

築

学

会

な

ど

７

団

体

で

構

成

。

約

款

一

式

は

構

成

団

体

等

が

発

売

定

価

税

別

８

０

０

円

。

(

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

新

聞1005

号) 
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編集後記 

本年３月の標準管理規約改定後、マンション管理規約の改定に向けたご相談が多くなっています。当然のことで

すが、管理規約の改定にはコンセプトのとりまとめ、十分な議論、合意形成に向けた組合員への周知など数多く

の段階を経なくてはなりません。次回の定期総会あるいは臨時総会の開催日から逆算して十分な期間を考慮し、 
早めのご相談をお勧めいたします。 

「民泊」新法では住宅の位置付け 
管

理

規

約

案

提

示

も 

ト

ラ

ブ

ル

回

避

へ

検

討 

国交省 

年

内

に

も

法

案

が

提

出

さ

れ

る

見

込

み

の

「

民

泊

新

法

」

の

施

行

に

際

し

、

国

土

交

通

省

が

民

泊

関

連

の

管

理

規

約

案

を

提

示

す

る

こ

と

を

検

討

し

て

い

る

。

新

法

に

よ

る

民

泊

は

「

住

宅

を

活

用

し

た

宿

泊

サ

ー

ビ

ス

」

と

位

置

付

け

ら

れ

て

お

り

、

現

行

の

マ

ン

シ

ョ

ン

標

準

管

理

規

約

に

お

け

る

専

有

部

分

の

用

途

規

定

だ

け

で

は

、

条

文

解

釈

を

め

ぐ

っ

て

混

乱

が

生

じ

る

可

能

性

も

あ

る

。

同

省

は

「

専

ら

住

宅

䢣

」

と

い

う

現

行

規

定

の

解

釈

に

つ

い

て

専

門

家

の

意

見

を

聞

く

な

ど

す

る

一

方

、

ト

ラ

ブ

ル

の

最

小

化

を

目

的

に

分

譲

マ

ン

シ

ョ

ン

で

「

民

泊

を

認

め

る

場

合

」

「

民

泊

を

認

め

な

い

場

合

」

そ

れ

ぞ

れ

管

理

規

約

を

提

示

し

た

い

考

え

だ

。 

◇ 

厚

生

労

働

省

と

観

光

庁

が

６

月

２

０

日

に

開

い

た

民

泊

サ

ー

ビ

ス

の

在

り

方

に

関

す

る

検

討

会

。

こ

の

日

で

最

後

に

な

っ

た

会

合

で

は

、

民

泊

サ

ー

ビ

ス

の

制

度

設

計

の

在

り

方

に

つ

い

て

ま

と

め

た

最

終

報

告

書

案

が

提

示

さ

れ

、

承

認

さ

れ

た

。

２

２

日

に

は

正

式

に

報

告

書

と

し

て

公

表

さ

れ

た

。 報

告

書

は

年

間

の

提

供

日

数

に

上

限

を

設

け

る

な

ど

と

い

っ

た

「

一

定

の

要

件

」

を

満

た

す

「

住

宅

」

で

宿

泊

サ

ー

ビ

ス

を

行

う

場

合

、

旅

館

業

法

の

適

用

を

受

け

ず

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

に

よ

る

届

け

出

や

登

録

で

民

泊

を

行

え

る

よ

う

に

す

る

。 

サ

ー

ビ

ス

形

態

は

住

宅

提

供

者

が

居

住

し

な

が

ら

一

部

を

利

用

者

に

提

供

す

る

「

家

主

居

住

型

」

と

、

提

供

者

が

不

在

の

「

家

主

不

在

型

」

を

想

定

し

て

い

る

。

い

ず

れ

も

分

譲

マ

ン

シ

ョ

ン

の

場

合

は

「

管

理

規

約

に

違

反

し

て

い

な

い

」

こ

と

の

確

認

を

求

め

る

。 

た

だ

、

新

法

に

よ

る

民

泊

は

「

住

宅

」

を

活

用

し

た

宿

泊

サ

ー

ビ

ス

と

位

置

付

け

ら

れ

て

い

る

。 

会

合

終

了

後

、

検

討

会

の

事

務

局

サ

イ

ド

は

「

区

分

所

有

者

は

、

そ

の

専

有

部

分

を

専

ら

住

宅

と

し

て

使

用

す

る

も

の

と

し

、

他

の

用

途

に

供

し

て

は

な

ら

な

い

」

と

規

定

す

る

マ

ン

シ

ョ

ン

標

準

管

理

規

約

の

「

専

有

部

分

の

用

途

」

に

つ

い

て

、

「

現

実

に

は

住

戸

に

小

さ

な

オ

フ

ィ

ス

が

あ

る

職

場

兼

住

戸

と

い

う

ケ

ー

ス

も

あ

り

、

判

断

が

分

か

れ

る

可

能

性

も

あ

る

」

と

コ

メ

ン

ト

。

「

今

後

わ

か

り

易

く

整

理

し

た

い

」

と

、

現

行

規

定

が

新

法

に

よ

る

民

泊

を

認

め

て

い

な

い

か

ど

う

か

の

明

言

は

避

け

た

。 

◇ 

国

交

省

の

マ

ン

シ

ョ

ン

政

策

室

は

「

行

政

法

上

の

『

住

宅

』

と

、

当

事

者

間

の

合

意

内

容

に

も

よ

る

が

、

管

理

規

約

の

よ

う

な

民

事

上

の

規

約

に

お

け

る

『

住

宅

』

の

扱

い

は

ま

た

別

」

と

し

て

い

る

。

た

だ

、

今

後

立

法

化

が

進

む

中

で

規

約

解

釈

を

め

ぐ

り

、

ト

ラ

ブ

ル

に

な

る

可

能

性

も

あ

る

こ

と

か

ら

、

現

行

条

文

の

解

釈

の

掘

り

下

げ

に

加

え

、

民

泊

関

係

の

管

理

規

約

案

を

提

示

し

た

い

考

え

だ

。

(

マ

ン

シ

ョ

ン

管

理

新

聞

1009

号) 
 

「

公

益

的

観

点

」

を

包

含 

売

り

渡

し

請

求

の

「

性

質

」

に

言

5/18 東京高裁 

三

年

前

に

完

了

し

た

国

内

最

大

規

模

の

マ

ン

シ

ョ

ン

建

て

替

え

事

業

に

関

し

、

売

り

渡

し

請

求

額

が

低

い

と

し

て

元

区

分

所

有

者

が

建

替

組

合

に

損

害

賠

償

を

求

め

て

い

た

訴

訟

の

控

訴

審

判

決

が

５

月

１

８

日

、

東

京

高

裁

で

あ

っ

た

。

河

野

清

孝

裁

判

長

は

売

り

渡

し

請

求

は

「

私

的

保

護

に

尽

き

る

も

の

で

は

な

く

、

公

益

的

、

社

会

政

策

的

観

点

を

も

包

含

す

る

も

の

」

と

指

摘

し

、

一

審

判

決

同

様

請

求

を

棄

却

し

た

。 
◇ 

裁

判

記

録

に

よ

る

と

、

２

０

１

３

年

１

０

月

に

完

成

し

た

東

京

・

多

摩

の

建

て

替

え

事

業

。 

原

告

側

は

建

て

替

え

決

議

は

国

土

交

通

省

の

「

マ

ン

シ

ョ

ン

の

建

て

替

え

に

向

け

た

合

意

形

成

に

関

す

る

マ

ニ

ュ

ア

ル

」

に

違

反

し

無

効

で

、

売

り

渡

し

請

求

額

に

は

財

産

権

侵

害

に

よ

る

正

当

な

補

償

額

が

含

ま

れ

て

い

な

い

と

主

張

、

組

合

側

は

、

マ

ニ

ュ

ア

ル

は

手

引

書

で

法

的

拘

束

力

は

な

く

、

請

求

額

は

不

動

産

鑑

定

評

価

に

基

づ

き

適

正

と

反

論

し

て

い

た

。 
１

５

年

１

２

月

２

４

日

の

一

審

・

東

京

地

裁

立

川

支

部

判

決

は

、

組

合

側

の

主

張

を

認

め

、

原

告

の

請

求

を

棄

却

し

た

。 

２

審

判

決

で

、

河

野

裁

判

長

は

１

審

判

断

を

支

持

。

同

マ

ニ

ュ

ア

ル

は

「

建

て

替

え

決

議

の

有

効

要

件

で

は

な

い

」

と

指

摘

し

た

。 

売

り

渡

し

請

求

は

「

複

数

の

区

分

所

有

者

の

意

見

が

集

約

さ

れ

な

い

こ

と

で

老

朽

化

し

た

り

、

一

部

滅

失

し

た

り

す

る

な

ど

、

区

分

所

有

建

物

お

よ

び

敷

地

の

持

つ

社

会

経

済

的

価

値

の

有

効

利

用

が

著

し

く

妨

げ

ら

れ

る

こ

と

を

防

ぐ

こ

と

を

目

的

と

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

個

々

の

区

分

所

有

者

の

私

的

権

利

の

保

護

に

尽

き

る

も

の

で

は

な

い

」

と

判

示

。

「

建

物

の

区

分

所

有

と

い

う

制

度

自

体

の

合

理

性

を

維

持

し

て

限

ら

れ

た

社

会

資

源

の

有

効

利

用

を

図

る

と

い

う

公

益

的

、

社

会

政

策

的

観

点

を

も

包

含

す

る

も

の

と

い

う

べ

き

」

と

し

、「

全

て

の

区

分

所

有

者

の

利

害

を

調

整

し

て

そ

の

保

護

が

図

ら

れ

る

べ

き

」

と

示

し

、

請

求

額

算

定

に

は

不

合

理

は

な

く

適

正

と

認

め

た

。 原

告

の

男

性

（

８

９

）

は

１

１

年

の

明

け

渡

し

強

制

執

行

を

経

て

、

現

在

多

摩

市

内

の

都

営

住

宅

に

居

住

。

裁

判

に

は

女

性

原

告

も

い

た

が

、

提

訴

四

か

月

後

の

１

４

年

９

月

、

８

２

歳

で

亡

く

な

っ

た

。
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マ
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